
第４　監査業務のアウトソーシング

１  令和３年度の監査実施状況
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本      庁 219 117 53.4% 49.8%

出先機関 257 118 45.9% 48.6%

476 235 49.4% 49.1%

43 27 62.8% 73.2%

519 262 50.5% 51.1%
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２　令和３年度の指摘等の状況

アウトソーシング
による指摘等件数
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14 12.8% 11.1%

　県民に信頼され、開かれた監査を推進するため、予備監査業務のうち財務会計に関する監査業
務の一部を監査法人等に外部委託（アウトソーシング）しています。　
　本県では、全国に先駆け、平成14、15年度から試行的に実施し、平成16年度からは、毎年
概ね業務の50％程度をアウトソーシングしています。
　効果として、外部の者が監査業務に従事することにより透明性や独立性が確保されること、公
認会計士の専門的知識等を活用した監査ができることなどが挙げられます。
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（注）
　定期監査、財政的援助団体等の監査による件数で、監査結果のほか監査委員事務局長指導事項の件
数を含みます。
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